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に係る「支部間の支援体制」は隣接の支部間で対応する。より広域的な支援体制が必要な場合

は、対策本部において調整する。 
 

 （４）災害時に提供できる車両等の報告 
    会員は、対策本部から要請があった場合、災害時に提供できる物品・車両等について「災害

時に提供できる車両等報告書（資料４・18 頁）」により支部を経由し対策本部に提出する。 
 

 （５）対応業務フローの整理 

    災害時での浄化槽への対応方法について、全体の流れと個々の役割分担を整理した「災害発

生後の対応業務フロ－図」を作成する(図３・５頁)。 

このフロー図での一連の対応業務は、Ａ（住民等による「状況確認」）、Ｂ（保守点検業者

による「緊急点検」・「応急処置」）、Ｃ（工事業者による「復旧工事」）の三段階に区分さ

れ、各段階の詳細は後述する。 

 
図１ 災害対策本部の組織図・役割 

 

(応援要請）

　

　　　　 　 　

　　　　 　
　　　　 　

　　　　 　

　　　　 　
　　　　 　

　　　　 　

災　害　の　発　生 (想定：震度５強以上の地震、大水害）

被　災　市　町　村　 被災地の会員業者 （会員企業のみでは、被災地域内の浄

化槽の緊急点検に対応できない場合

など）  （応援要請 ：  緊急点検、実態調査）    （応援要請）

新潟県（県民生活・環境部） 被災地の支部長

　　　　　（応援要請）

  県浄化槽整備協会 連絡 【会　　 長】
　　  第１順位　事務局長   　

　　　第2順位　事務局主事　
 【副 会 長】

指示 　 　
　　　　　　　（設　置）

本部長 会　 長 １ 総務班　　　

　災害対策本部

副本部長 副会長      事務局長　　 

３ 相談窓口(技術委員会)

　　 事務局主事　

２ 指示･連絡班　　 支部長

     維持管理部会長 協力依頼
協力依頼

     施工部会長

指定検査機関

１　総務班
・対策本部の運営全般

・職員、会員の安否確認

     工業部会長 会　員

     事務局長　　

　　 事務局主事　

協力依頼

各  班　の　役　割

②実態調査チームの編成・派遣

２　指示・連絡班
1)被災地の情報収集

①避難状況

②浄化槽の被災状況（概略）

2)緊急点検調査の応援

・県対策本部との連絡

・全浄連との連絡

・その他必要な事項

３　相談窓口
・浄化槽使用者からの問い合わせ対応

①被災地浄化槽の緊急点検調査計画立案

②緊急点検調査（応援）チームの編成・派遣

3)実態(詳細)調査の応援

①実態調査計画立案
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図３  災害発生後の対応業務フロー 

 

 
   

注 上記図は、環境省マニュアル 15 頁の「図４ 災害発生後の対応業務の例」を参考 
      上記用語の解説は 12 頁に掲載 
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第２ 災害発生時の初期対応 

 １．協会の情報収集 

災害発生直後の役職員及び会員の安否確認、役職員の招集等に係るライフラインに関する情報

の収集、浄化槽管理者等からの問い合わせに、下記分担により対応する。 
 
○事務局 ・役職員及び会員等の安否確認 

・ライフラインの被害状況の把握 
・浄化槽の被害状況の把握   
・関係機関等との連絡       

○技術委員会  ・浄化槽管理者からの問合せ対応  
     

 ２．支部等の支援体制の整備 

      被災の少ない市町村の会員及び支部は、いつでも対策本部からの支援要請に対処できるよう体  

制を整備し待機する。 

 

  ３．会員の対応  

会員は、災害発生時の初期において、災害に関する情報及び自社の被害状況等について、「災

害発生に伴う被害状況等報告書（資料５・19 頁）」を作成し支部を経由して対策本部に提出する。 
 また、災害発生後おいて、大きな被害を受けず、業務の継続が可能な会員は、協会及び県・市

町村等と協力し、被災した浄化槽に関し、以下のとおり災害対応を行うこととする。 

 

 （１）保守点検業者の対応 

浄化槽保守点検業者は、被災した浄化槽の被害状況の確認や対策の中心的役割を担うことが

想定されるため、社内外の連絡体制の確立並びに浄化槽の応急対策に用いる資材等を備蓄して

おくこと。 

また、浄化槽使用者（住民）から、自らが実施する状況確認調査結果等の報告を受けて緊急

点検（チェックシート（資料７・21 頁））を行った場合は、原則として、下記の３段階で判断

を行うこととする。 
① 平常使用可能（通常どおりの使用可能） 
② 暫定使用可能（暫定的に使用が可能） 

③ 使用不可能 
 

このうち、暫定的に使用を可能とする際の具体的な「浄化槽の被害判定基準」（資料６・20
頁）については、原則として状況確認（使用者自らが実施）の場合と同様に次の事項を満足す

るものとする。 
① ブロワ等の漏電により火災が発生しないこと、なお、漏電防止のためにブロワを停止す

る場合も、暫定的な使用を可能とみなすこと。 

② 流入水や槽内水が漏水あるいは溢水していないこと。なお、槽内水がある状態で槽内 
部の破損状況を確認することは極めて困難であり、清掃時に改めて確認する必要がある。

③ 消毒が行われていること。 

 

 （２）清掃業者の留意事項 

浄化槽清掃業者は、被災後の清掃において槽内の破損状況等が明らかになった場合には、そ

の状況について浄化槽使用者に説明するとともに適宜写真を撮影し、保守点検業者及び行政機

関に報告して情報を共有すること。 
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 （３）工事業者の留意事項 

浄化槽工事業者は、保守点検業者等が作成するチェックシート（資料７・21 頁）に基づく緊

急点検又の結果、使用不可能と判断された浄化槽について、使用者等からの発注を受けて復旧

工事を行うものとする。この場合、保守点検業者並びに行政機関に報告して情報を共有するこ

と。 

ただし、市町村整備事業により設置された浄化槽には、一部条件付きではあるが、廃棄物処

理施設災害復旧費補助金、地方公営企業等災害復旧事業費等の財政的な支援がある。この場合

の復旧工事は公共工事とみなされ、「原形復旧の原則」に従う必要があり、市町村と情報の共

有を図りながら対応すること。 

なお、10 人槽以下の浄化槽に係る全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度は、地震、津

波、台風、豪雨等の自然災害による損傷を対象としていない。 
 

第３ 県からの協力要請時の対応 

 １．協会の対応 

協会は、新潟県から応援協定に基づく協力要請があったときは、速やかに会長を本部長とする

対策本部を設置する。対策本部は、協力要請市町村と連携を密にし、速やかに協力要請の内容を

確認しその対応を決定する。 

      対応事項は次のとおりとする。 

   

① 災害対策本部を設置する。 

② 協力要請市町村から被災状況及び支援要請内容を確認する。 

③ 支援内容について協議し決定する。 

④ 支援スケジュールの調整を行い、会員及び支部に支援を要請する。 

⑤ 支援に係る各種データの確認・整理（時系列）を行う。 

⑥ 対策本部は、被災地域の浄化槽台帳を整備する。（県、市町村からデータ提供要請） 

 

 ２．会員の対応 

   災害発生後において、大きな被害を受けず、業務の継続が可能な会員は、協会、県及び市町村

と協力し、被災した浄化槽に関して、緊急連絡体系図（図２・４頁）を参考に以下のとおり災害

対応を行う。 
   

① 協会からの支援要請に応えられるよう準備し待機する。 

② 支援に当たっては、支援市町村と連携を密にし、市町村の指示に基づき行動する。また、 
支援先の支部及びその支部会員並びに協会が現地に派遣した職員と随時連絡を取り合う。 

③ 支援に係る各種データの確認・整理（時系列）を行う。 

 
 ＜県との応援協定抜粋＞ 
 （定義） 
第２条 この協定において「応援」とは、次に掲げる行為をいう。 
 (1) 浄化槽の被害実態調査及び点検 
 (2) 浄化槽の部品交換及び補修工事に係る乙の会員のあっせん 
 (3) 前２号に掲げるもののほか、浄化槽の応急復旧等に関し必要な行為 

 (応援の実施) 
 第４条 乙は、応援の要請を受けた場合は、可能な範囲でこれに応ずるものとする。 
 ２ 乙は甲に対し、応援の実施の状況を随時、報告するものとする。 
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第４ 被災した浄化槽対策 
協会は、市町村等からの支援要請を受けて、被災した地域の浄化槽に関する情報収集及び緊急

点検（軽微な応急処置を含む。）を実施する。また、緊急点検等で得られた情報は、市町村の要

請を受けて提供する。 

 

１．浄化槽使用者（浄化槽管理者）の対応 

災害発生後、浄化槽の使用が可能か否かを判断するため、まず住民（浄化槽管理者・設置者・

使用者）による「状況確認」を実施する。その結果、下記(3)の①～④に一つも該当しなければ暫

定的に使用可能（最長３ケ月を目途）とし、一つでも該当すれば使用を控える。 
 
 （１）「状況確認」とは 

    自宅の水洗トイレ並びに浄化槽に関して、当面の使用の可否を住民（浄化槽管理者・設置者・

使用者）自ら大まかに判断することが必要とされる場合がある。これは、災害後は大きな混乱

が予想され、浄化槽保守点検業者などが必ずしも被害情報を確認できる状況とは限らないため

である。 

    この住民等による確認行為を「状況確認」とし、住民用チェックシート（資料８・24 頁）

などを事前に提供し、災害時に活用していただくこととする。 
 
 （２）「状況確認」の実施時期 

地震発生直後は、余震、火災発生等の危険性が高く、大雨、洪水の発生直後は、土砂崩れ等

の発生の危険性が高まる。また、人命救助や消火活動等が最優先事項となり、電気・ガス・水

道が停止する可能性が高い。 

 被災地での混乱や二次災害の発生を避けるためにも、警戒区域の指定や、避難勧告（指示）、

大雨・洪水・津波等の各種警報並びに注意報が解除された時期を、対応の開始時期とすること

が適切である。 
 

 （３）「状況確認」の内容 

この「状況確認」は、住民用チェックシート（資料８）に基づいて行うこととする。このチ

ェックシートでは、火災の発生防止、または最低限の公衆衛生の確保の観点から、住民等が自

ら下記の４点を確認する。 

① 漏電の恐れがないか        

② 浄化槽のブロワが作動するか 

③ 流入側に漏水が無いか      

④ 消毒が行われているか 

  
ただし、上記の確認事項は大規模な事故の発生を防ぎ、最低限の公衆衛生を確保するための

限定的な内容となっており、浄化槽全体の被害状況を把握するためには不十分である。 

 したがって、「状況確認」の結果がいかなる評価であったとしても、後述する保守点検業者

による「緊急点検」を実施するまでの間は暫定的な使用期間として取り扱うこととする。 

 

 （４）「状況確認」の結果に関する情報伝達 

「状況確認」の結果、得られた情報に関して、連絡を受けた保守点検業者は、後述する「緊急

点検」並びに「応急処置」を実施する。 

 

 （５）その他の留意事項 

「状況確認」を行う以前に、使用者又は近隣の住民より浄化槽等に関する異常が確認された

場合は、保守点検業者において、速やかに後述する「緊急点検」並びに「応急処置」を実施し、

必要に応じて「復旧工事」を実施する。 
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２．保守点検業者等による緊急点検 

 
 （１）「緊急点検」の内容 

        前述の「状況確認」の結果報告等を受け、当該浄化槽について、災害により浄化槽が破損   

していないか、水洗トイレ・浄化槽は使用可能か、等の被害状況を詳細に把握するため、その

保守点検を委託された業者が「緊急点検」を実施する。 

緊急点検は原則的には浄化槽管理者と契約している保守点検業者が担うこととする。保守点

検業者が被災して対応が困難な場合等は、協会（又は支部）が調整を行い、被災していない保

守点検業者を斡旋することも必要となる。 

「緊急点検」では、「状況確認」において未確認の槽内部や管渠設備等に関して確認を行う。

ただし、災害の規模や実施時期により、電気や水道等が利用できないことを想定し、目視確認

を中心とした内容にとどまる。この「緊急点検」並びに「応急処置」に用いるチェックシート

（資料７・21 頁）を示す。 
 

 （２）「緊急点検」の留意事項 

    「緊急点検」にあたって、まず住民等により事前に実施された「状況確認」の結果を確認す

る。その際、「状況確認」での未確認事項が存在する場合や、余震等その後の変化により「状

況確認」時とは異なる状況となっている場合があることに留意する。 

        住民等より「状況確認」の連絡がない場合は、著しい被害が認められないか、もしくは住民

等が住居に戻っていない場合が想定される。このような場合は、「緊急点検」を優先的に実施

する必要性は低いため、災害発生後の初回の保守点検時において、通常の保守点検と併せて、

緊急点検用チェックシート（資料７）を用いて点検することが望ましい。 

 

 （３）「緊急点検」のチェックシート 

    緊急点検の結果は、チェックシート（資料７）を使用して記録し、必要な現場写真を撮影し

シートの写真帳に添付する。チェックシートの表は、電話受付用、緊急点検用共通とし、裏面

は、詳細調査用に使用する。なお、チェックシートは Word 版で協会のホームページよりダウン

ロードし活用する。 

    電話で受け付けたデータ及び緊急点検の結果を記録したデータは、浄化槽の被害状況の   

重要な初期データとして、使用者・設置者に情報提供するとともに、協会が適時集計して県及

び関係市町村に報告する。 

 

（４）被災レベルの区分け 

被災レベルの区分けは、緊急点検の担当者が浄化槽の設置現場において、被災の状況をどの

ように確認するか、それらを作業手順としてまとめられたもの「浄化槽の被災レベル分けと緊

急対応策」（資料９・26 頁）を参考にして行う。これにより、浄化槽が暫定的に使用してよい

かをどのように判断し、復旧に向けてどのように行動するかを十分に理解して対応する。 

被災レベルは、レベル０（破損等なし）からレベル５（浄化槽の入れ換えが必要）までとし

ているが、これはあくまでも状況確認の作業順に Yes／No で判断していった結果であって、こ

れを①入れ換え必要、②修理すれば使える、③破損なく平常使用の３つのレベルに分類して対

応することにしても差し支えない。 
 

３．保守点検業者等による「応急処置」 

 （１）「応急処置」の内容 

    「緊急点検」により明らかとなった被害状況を踏まえて、所期の性能を回復させるため、ある

いは大規模な事故の発生を未然に防ぐために実施するための応急的な対応を、「応急処   

置」とする（図３・５頁参照）。「応急処置」は「緊急点検」を実施した後、速やかに行われ

ることが望ましい。 
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    この「応急処置」は、「緊急点検」と同様、浄化槽管理者と契約している保守点検業者が担   

うことを原則とし、保守点検業者の被災状況に応じて、応援の保守点検業者が代行する場合が

想定される。 

    「応急処置」の内容として考えられる作業を、以下に例示する。 

 

○ 槽内、管渠内等に堆積した土砂等の除去 

○ 破損もしくは流失したマンホール、点検升等の蓋の補修、交換、代替品の設置 

○ 破損した空気配管、汚水配管、嵩上げ管、隔壁等の補修、バイパスの設置 

○ 破損もしくは流失したブロワ基礎の補修、代替品の設置 

○ 冠水もしくは破損したブロワの掃除、乾燥、補修、代替品の設置 

○ 設定に不備の認められたブロワ制御用タイマー等の再設定 

○ カバーの破損した電気ケーブルのテーピング 

○ 越流せきの調整 

○ 散気管等への送風量の調整 

○ 流失した消毒剤の補充 

○ 破損もしくは流失した薬剤筒の補充、交換 

○ その他 

 

    応急処置を実施した場合、その内容を「緊急点検」に用いたものと同一のチェックシート 

に記入する。 

 

 （２）暫定使用の可否判断 

「緊急点検」及び「応急処置」の実施後、その浄化槽の使用の可否について、作業を行った

保守点検業者等が下記の３段階で判断を行う。 
 
① 軽微な被害が求められたものの、既に処置を施したため、通常通りの使用を可能とする。

② 被害が認められ、応急処置は実施したものの、根本的な解決には大規模な復旧工事を 
必要とする。当面深刻な事故発生の恐れは認められないため、暫定的な使用は可能とする。

③ 応急処置のみならず、大規模な復旧工事が必要であり、深刻な事故発生の恐れがあるた

め、使用不可とする。 

 

    前記のうち、②の暫定的な使用を可能とする際の具体的な判断基準については、    

原則的に「状況確認」の場合と同様に、下記の３点を全て満足することとする。 

    

① ブロワ等の漏電により火災が発生しないこと。なお、漏電防止のためにブロワを停止

する場合も、暫定的な使用は可能とみなす。 

② 流入水や槽内水が漏水あるいは溢水しないこと。 

③ 消毒が行われていること。 

 

         ただし、臭気や放流管からの漏水等により、生活上の支障あるいは周辺住民からの苦

情等、ある程度まで問題が発展した場合は、浄化槽の暫定使用は一時休止とし、再度必 

要な「応急処置」を実施するか、後述する「復旧工事」を早急に進めることが望まし

い。 
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第５ 応援活動の中間及び終了後のまとめと新潟県・協力要請市町村への報告    

１．協会 

 ① 協会は、県から応援要請の市町村に係る浄化槽被害実態調査報告書の提出依頼があった場合、

支部及び会員から提出の「災害発生に伴う浄化槽被害状況調査報告書（速報）」（資料 10・27
頁）を基に、速やかに「浄化槽緊急点検等実施結果報告書」（資料 11・28 頁）を作成し、新潟

県及び協力要請先市町村に提出する。 
 ② 応援活動終了後、県から、応援要請市町村に係る浄化槽被害の詳細調査結果報告書の提出依

頼があった場合、下記２の②により、チェックシート（資料７）を整理した上で、「浄化槽緊

急点検等実施結果報告書（詳細報告）」（資料 11・28 頁）を提出する。 

   ③ 応援協力に係る記録を編集する。 

 

２．会員及び支部 

   ① 緊急点検を実施した会員は、協会から「浄化槽被害状況調査報告書（速報）」の求めがあっ

た場合、緊急点検済みのチェックシ－ト等を基に、速やかに「災害発生に伴う浄化槽被害状況

調査報告書（速報）」（資料 10・27 頁）を協会に提出する。 
② 緊急点検結果を記録したチェックシート（資料７）については、協会から提出の依頼があっ

た場合、写真を整理し支部を経由して提出する。 

なお、支部の無い地区の会員は、直接協会に提出する。 

   ③ 支部は提出されたチェックシート等を整理し、協会に提出する。 
 

第６ 詳細調査と本復旧 

１．「復旧工事」とは 

     使用できないと判断された浄化槽、応急処置をして使用している浄化槽、配管を切り

回りしたりして暫定的に使用している浄化槽は、おおむね３か月を目処に、被災前と同

等の処理機能を回復させる復旧工事を行う。 

なお、この「復旧工事」は、通常の浄化槽設置工事と同様、浄化槽工事業者が使用者等から

の発注を受けて行う。  

 また、「復旧工事」の対象浄化槽が市町村設置型の場合、当該工事は公共工事とみなされ、

「原形復旧の原則」に従う必要がある。実質的に原形復旧が極めて不経済である等、作業が著

しく困難な状況においては、被災前と同様の回復を限度として位置や材質等の変更が認められ

る場合がある。 
 

２．詳細調査と清掃 

本復旧に先立ち、被害を受けた原因を明確にするとともに、本復旧工事が必要な箇所及びそ 
の施工方法等の検討を目的とする詳細調査を行う。この場合はチェックシート（資料７）の表・ 
裏の両面を使って記録を残す。 
詳細調査は、可能であれば、保守点検業者だけでなく、メ－カ－、施工業者、指定検査機関 

等からなる複数の調査員で実施することが望ましい。 

        なお、本復旧に先立って槽内の清掃を行う必要が出てくると思われるが、浄化槽内、流入・ 
放流管、汚水升に多量の海水を含んだ汚泥、土砂、ヘドロ、がれき等が流入した場合は、バキ 
ュームカーのほかダンパー車が必要な場合がある。 

引き抜かれた汚泥の処理にあたっては、自治体の受入体制が整わないために、現場での混乱 
が見られることが想定されるため、注意が必要である。 
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３．浄化槽の修理 

       浄化槽の修理に関しては、本体材質がガラス繊維強化プラスチック（FRP）のハンドレイ成 

  形、ＳＭＣプレス成形とジシクロペンタジエン（DCPD）射出反応成形があることに加えて、最 

近は多種多様な性能評価型浄化槽が開発され、その内部設備がメ－カ－独自のため、浄化槽メ 

－カ－に直接問い合わせて修理する。 

 

 

 

 

〔図３（５頁）の用語解説〕 
○状況確認： 

水洗トイレならびに浄化槽の使用の可否について、被災後間もない段階で、住民（浄化槽 
管理者・設置者・使用者）自らが確認を行い、判断することを指す。 

  よって、その内容は専門的な知識・道具無しに、主に槽上部からの目視確認に限定される。

 
○暫定使用： 

 浄化槽の使用により、重大な事故が発生しないと推測された場合、暫定的にトイレと浄化槽の使

用が可能と判断されることを指す。 

暫定使用期間においては、軽微な衛生的支障が発生する恐れがあるため、緊急点検により問題点

を明らかにし、必要に応じて応急処置・復旧工事を実施する。 

 

○緊急点検： 

 主に保守点検業者等、専門的な知識を有する浄化槽関連技術者が行う。 

 状況確認のみでは判断がつかない槽内部や管渠の状況などを確認することを指す。 

 災害規模や実施時期により、電気、水道等が使用できない場合があるため、基本的には目視確認

等を中心とした内容にとどまる。 

 状況確認において、暫定使用可能と判断されなかった施設を優先して行う。 

 

○応急処置： 

 原則的に緊急点検と同時に行い、浄化槽の機能回復又は一時的な使用に耐え得るよう措置を講じ

ることを指す。 

 手元の資材のみで対応が困難な場合は、処置が後日行われる場合がある。 

 

○復旧工事： 

 緊急点検などにより明らかになった問題点を回復させ、使用可能な状態に戻す工事を指す。 

 

○平常使用： 

 被災前と同様な状態における使用を指す。 
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（ 資料２ ） 

 

   

 

災害対策本部・支部の緊急連絡網 

 

令和  年  月   日 

 

○一般社団法人 新潟県浄化槽整備協会  

 

１．対策本部 
○役員 

代表電話 025-283-2048 ＦＡ Ｘ 番 号 0 25-283-2085 

 

職 名 氏 名 会社名 会社所在地 
 

携帯電話番号 
会社の電話番号(代表)

会社のＦＡＸ番号 

会長          
 

副会長          
 

副会長           
 

副会長           
 

維持管理部 

会長 

         
 

施工部会長          
 

工業部会長          
 

 

○事務局職員 
 

職 名 氏 名 住 所 
 

携帯電話番号 
自宅電話番号 

自宅ＦＡＸ番号 

事務局長      

  主事      
 

 
２．支部 

 

 

支 部 名 
 

支部長氏名 
 

支部所在地 
 

電話番号 
 

     ＦＡＸ番号 

新潟        

村上      

新発田      

巻      

与板        

長岡        

南魚沼        

十日町        

柏崎刈羽        

上越        

 

16



（
 資

料
３

 ）
 

 作
成

年
月

日
 

 
： 

令
和

 
年

 
月

 
日

 
 

災
 害

 時
 に

 お
 け

 る
 支

 部
 緊

 急
 連

 絡
 網

 

( 
)支

部
の

会
員

（
会

社
）
名

 

  

一
般

社
団

法
人

 新
潟

県
浄

化
槽

整
備

協
会

 
 

番
号

 
会

 員
 事

 業
 所

 名
 

所
 

在
 

地
 

代
 表

 者
 氏

 名
 

電
話

番
号

 
 Ｆ

Ａ
Ｘ

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当
者
・

職
・
氏
名

 

 

備
  

考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 会

員
数

の
多

い
支

部
は

，
必

要
に

応
じ

て
作

成
し

て
く

だ
さ

い
。

 

17



（資料 ４） 

災害時に提供できる車両等報告書

令和 年 月 日 

一般社団法人 新潟県浄化槽整備協会 様 

会員名（会社名）

担当者職氏名

TEL FAX

E-mail

日現在の浄化槽緊急点検等に係る応援協力のために出動可能な車両等は、令和 年 月

以下のとおりです。 

現地出動可能車両 種別 所有数 
提供可能数 

備 考 
数 量 

応援要員 
人・日 

※ 応援要員は浄化槽管理士等とする。 
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（資料５） 

災害発生に伴う被害状況等報告書

令和 年 月 日 
一般社団法人 新潟県浄化槽整備協会 様 

会員名（会社名）

担当者職氏名

TEL FAX

E-mail

令和 年 月 日現在の被害状況等は、以下のとおりです。 

１ 事業所・車庫等の被害状況

（１）事業所の状況 ① 被害なし ② 被害あり（具体的状況を下記に記入してください。） 
□ 倒壊や倒壊の危険性がある。又は，火災等により使用不能である。

【下記２ 連絡先等の変更も記入してください。】 
□ 一部に被害があるが，使用可能である。

（箇所別に具体的な状況を記入してください。書ききれない場合は，別紙に記入） 

（２）車庫の状況 ① 被害なし ② 被害あり（具体的状況を下記に記入してください。） 
□ 地面の亀裂，冠水等により使用不能である。

□ 一部に被害があるが，使用可能である。

（箇所別に具体的な状況を記入してください。書ききれない場合は，別紙に記入） 

２ 連絡先の変更（事業所が使用不能となり，代替地での業務遂行が可能となった場合に記入）

所在地

TEL FAX
E-mail

３ その他情報

（地元市町村の「避難所等」の被害情報及び浄化槽、トイレの被害情報を記入してください。） 
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(資料７)

浄化槽被害状況確認チェックシート 整理番号：

（電話受付用・緊急点検用・詳細調査用）

浄化槽Ｎｏ： 調査者（受付者）：

調 査 日 時： 年 月 日（ 時 分）

管理者名 使用者名）：

設 置 場 所：

管理者連絡先： （ ： ）

浄化槽の敷地内設置場所：

メーカー名： 型式： 処理対象人員：

所在地の情報（点検時）

被害の要因 ： 地震・津波・洪水・その他：

浄化槽の確認： 可能・不可能 （浮上：有 ・無） （破損：有 ・無）

建屋の状況 ： 被害無し・流失・全壊・半壊・一部損失・その他：（ ）

居住の状況 ： 有 ・予定有 ・無 ・不明 ・その他：（ ）

電気の状況 ： 通電・停電・その他：（ ）

上水道の状況： 通水・断水・その他：（ ）

暫定使用の判断： ①平常使用可能 ②応急処置により使用可能とした ③使用不可 貼付したシールの色（青・黄・赤）

【③不可の時の対策】 トイレ排水 ⇒ 仮設トイレ準備： 済・未・不要

雑 排 水 ⇒ 配管切回し工事： 済・未・不要

応急処置の判断：要・不要・処置済

要の場合の内容

□ 本体の漏水 水位低下（有 ・ 無） 部位（ ）

□ 管路・配管の閉塞、漏れ （流入の異常：有 ・無）（排水の異常：有 ・無）

□ ばっ気停止 ブロワ（運転：動・停）（異音：大・中・小）（振動：大・中・小）

□ 未消毒 消毒筒（有 ・ 無） 消毒筒損傷（有 ・ 無） 消毒剤（有 ・ 無）

□ その他 強い臭気（有 ・ 無）

（表） 
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○被害の詳細調査

チェック項目 被害の有無 暫定使用※ 応急修理 写真

（１）浄化槽周辺の地盤等

①地山部分（地盤・地形）の状況［土砂崩れ・陥没・流失・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

②埋め戻し部分の状況［液状化・陥没・流失・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― ―

（２）流入・放流の状況

①流入側の異常［配管破損・配管閉塞・ポンプ周りの異常］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

②放流側の異常［配管破損・配管閉塞・ポンプ周りの異常・放流先閉塞］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

［略図等］

（滞水 ）

（３） ブロワ等

①ブロワ本体の異常［流失・冠水・作動不良・その他（ ）］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

②電気設備の異常（ ） 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

③空気配管の異常（ ） 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

（４）スラブ部分

①スラブの打設［有（幅 ×厚 ）・無］と支持方法［支柱・地山・不明］ 有・無・未確認 ― ―

②スラブの異常［流失・破損・沈下・隆起・傾き］と本体の関係［有・無］ 有・無・未確認 ― ―

③マンホールの蓋の異常［流失・破損・亀裂］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

④嵩上げ部分の異常［破損・亀裂・変形］ 有・無・未確認 ― ―

（５）浄化槽本体

①本体の浮上等［浮上・沈下・傾き・その他（ ）］［前・後・左・右（最大（ ）］ 有・無・未確認 ― ―

②外壁の異常［漏水（ 低下）・破損・亀裂・変形・その他（ ）］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

③汚水管複合不良［流入管・放流管・その他（ ）］ 有・無・未確認 可・応急・不可 要・不要・済

④土砂等の流入［雨水・海水・油・瓦煉・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

⑤隔壁の異常［破損・亀裂・変形・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

⑥ろ材等の異常［ろ材・接触材・担体］の［浮上・流失・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

⑦槽内空気配管の漏れ［破損・変形・ユニオン緩み・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

⑧消毒機能不全［消毒槽・薬剤・薬剤・支持具］の［流失・破損・その他（ ）］ 有・無・未確認 ― 要・不要・済

［略図等］

（６）その他

①その他の異常

（ ）
― ― ―

（裏） 
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被害状況及び被害箇所の写真 
写真Ｎｏ. 
撮影 令和 年 月 日 

注 1. 写真は重要であり、チェックシート裏面の写真 No と一致する写真を貼付してください。 
浄化槽含む周辺状況、本体、損傷個所などが分かるよう撮影してください。 

2. ピンボケがないことを現場で確認し、事務所に帰ってから整理の上貼付・保管してください。
後日、災害対策本部へ提出することになります。
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( 資料8 )　　住民用チェックシート

（床下浸水以上）（震度 5強以上）
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状況確認用チェックシートの例（2 枚目） 
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（資料１０ ） 

 

災害発生に伴う浄化槽被害状況調査報告書（速報）  
 

 
一般社団法人 新潟県浄化槽整備協会 様  

令和 年 月 日 

 

 会員名（会社名）   

 担当者職氏名   

TEL FAX   

E-mail   
 

令和 年 月 日現在の当社維持管理に係る浄化槽の被害状況等は、以下のとおりです。 

 
＜浄化槽の被害状況＞ 

   

市町村名 地区名（町名） 対象基数 調査基数 

 ※1 

     判   定 ※2 

 ○  △   × 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 ※1 調査基数には、現地調査によるもののほか、電話照会、電話相談を通じて被害状況を把握した浄化

槽も含む。 

 

※2 判 定 

○    浄化槽被害無し 
△  修理すれば使える（流入・放流管渠・ブロワ等） 

× 入れ替え必要（槽本体の破損あり） 
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（資料１1)

浄化槽緊急点検等実施結果報告書

令和 年 月 日 

新潟県知事 様 

一般社団法人 新潟県県浄化槽整備協会会長　　　　　　　 印 

「災害時における浄化槽の応急復旧等に関する協定書」第４条第２項に基づき、下記のとおり

報告します。 

記 

１．点検・調査市町村

２．協力要請に基づき実施した内容

３．点検・調査期間　　　　　　　　　年　　月　　日から　　　年 　月　　日まで

別紙のとおり

４．その他参考となる事項

　連絡先：
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